
                 １ 

海幕運第７１４号 

 ２８．６．２４ 

  

自 衛 艦 隊 司 令 官  

教育航空集団司令官  

 

                       海 上 幕 僚 長 

 

 

地上救難員の配員及び地上救難業務処理の基準について（通達） 

 

 標記について、別紙のとおり定め、平成２８年７月１日から実施する。 

 なお、地上救難員の配員及び地上救難業務処理の基準について（通達）（海幕運第 

２４７４号。８．５．２７）は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別 紙 

 

原本等管理情報 取得文書管理情報 

作 成 年 度：2016 年度 

起 算 日：2017.4.1 

保 存 期 間：５年 

保存期間満了日：2022.3.31 

本 紙 を 含 め：４枚   冊 

開示 部分開示 不開示 取 得 年 度： 

起 算 日： 

保 存 期 間： 

保存期間満了日： 

本 紙 を 含 め：  枚  冊 

○   

区分：１ ２ ３ ４ ５ ６ 

殿 



  ２ 

別 紙 

 

地上救難員の配員及び地上救難業務処理の基準 

 

１ 目 的 

  飛行場における航空機の火災事故等の対処に必要な、地上救難員の配員及び地

上救難業務処理の基準を定め、もって地上救難態勢の整備を図る。 

２ 適用範囲 

  この標準は、海上自衛隊の航空基地（沖縄及び南鳥島を除く。）について適用す

る。 

３ 用語の定義 

  この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 航空基地部隊の長 海上自衛隊の飛行場を管理する航空基地隊司令及び航空

隊基地隊長をいう。 

(2) 地上救難業務 飛行場における航空機の火災事故等において、航空機に搭乗

する乗員等の救難に係る業務をいう。 

(3) 指揮車 海上自衛隊車両管理運用規則（昭和 39 年海上自衛隊達第 17 号。以

下「車両管理運用規則」という。）第４条に規定する車両のうち、地上救難業

務を行う場合、指揮官及び補佐官が乗車して指揮監督ができる車両をいう。 

(4) 救難器材運搬車 車両管理運用規則第４条に規定する車両のうち、地上救難

業務に使用する救難器材及び救助員を運搬できる車両をいう。 

(5) 消火剤運搬車 車両管理運用規則第４条に規定する車両のうち、地上救難業

務に使用する消火剤を運搬できる車両をいう。 

(6) 救難車両 地上救難業務に使用する指揮車、救難消防車、給水車、救急車、

救難器材運搬車及び消火剤運搬車をいう。 

４ 地上救難員の配員基準 

(1) 救難車両の車種別配員 

  次の表を基準として、地上救難員を配員する。 
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車種 

 

 

配員 

指揮車 

救難消防車 

給水車 救急車 

救難器

材運搬

車 

消火剤

運搬車 

救難消

防車 IB

型 

化学消

防車 MB 

-1 型 

車 長 １  １  １  １  １  １  １  

操 縦 員 １  １  １  １  １  １  １  

ターレット員  １  １      

ホ ー ス 員  ２  ２  １     

救 助 員   ３    
９  

(６ ) 
 

器材準備員      １   

計 ２  ５  ８  ３  ２  
12 

(９ ) 
２  

 注：（ ）は舞鶴、小松島、大湊、館山、大村、岩国、小月における配員を示

す。 

(2) 航空基地別配員 

  指揮官及び指揮官を補佐する自衛官のほか、当該飛行場の運用態勢に合わせ、

次を基準として配員する。 

ア ２４時間運用飛行場 

配備された救難車両に対する配員の２直分の人員とする。 

イ 上記以外の飛行場 

配備された救難車両に対する配員の１．５直分の人員とする。 

５ 地上救難業務処理の基準 

(1) 救難車両の待機 

航空基地部隊の長は、航空機の緊急事態に即応するため、次に掲げる区分を

基準として、救難車両を待機させるものとする。 

ア 即応待機 

飛行場周辺で飛行作業が行われている場合、原則として管制塔と相互に視

認できる適切な位置に救難消防車１台以上を待機させる。なお、飛行場の地

理的特性又は管理運用面を考慮し、任意の位置に変更して待機することがで

きる。 

イ 車庫待機 

飛行作業実施中は、即応待機を除く救難車両を迅速に出動できる状態で、

車庫及びその付近の適切な位置に待機させる。 
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ウ 保安待機 

飛行作業終了後は、即応待機及び車庫待機を解除し、救難車両を航空機の

緊急事態に即応できる適切な位置に待機させる。 

エ その他の待機 

飛行場において、航空機等に係る次の作業が実施されている場合、必要に

応じて救難消防車を作業現場付近の適切な位置に待機させる。 

(ｱ) 燃料を下ろす場合 

(ｲ) その他、要請を受けた場合又は必要と認めた場合 

(2) 地上救難業務態勢の整備 

航空基地部隊の長は、次に掲げる態勢について、整備するものとする。 

ア 救難待機態勢 

前号に掲げる救難車両の待機区分ごとに、人員及び車種を定めた配置表を

作成するとともに、各配置について確認させる。 

イ 勤務態勢 

地上救難業務に従事する隊員の勤務時間及び勤務割を定める。 

ウ 部外機関等との協力及び連絡調整態勢 

自衛隊以外の機関、米軍等と飛行場を共同使用している航空基地において

は、これらの機関等との間に、当該飛行場における航空機の緊急事態対策等

に関する協定を締結し、かつ、緊密な連絡調整ができる態勢を整備しておく

ものとする。 

(3) 地上救難業務運用要領の整備 

航空基地部隊の長は、円滑な地上救難業務を実施するため、この基準に定め

るところによるほか、救難装備及び他の状況に合わせて地上救難業務運用要領

を定めるものとする。 


